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資料４－３：地方版消費者基本計画と都道府県消費者教育推進計画等の一体的な策定（愛媛県）



１ 都道府県消費者基本計画の法的な位置付けを明確化

２ 都道府県消費者基本計画と都道府県消費者教育推進
計画とを統合した計画策定の促進
⑴ 両計画を統合して策定できることを明示すること
⑵ 国の「消費者基本計画」と「消費者教育推進基本
方針」の対象期間を統一すること
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愛媛県からの提案事項



都道府県消費者基本計画の位置付け
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・地方公共団体は、基本理念に則り、国の施策に準じて施策を講ずる
とともに、消費者政策を推進する責務を有する

・都道府県消費者基本計画の策定に関する規定なし

消費者基本法

〇各地方公共団体に対し地域版消費者基本計画の策定を期待
都道府県、政令市を始めとする各地方公共団体において、国が策定する消費者基本計画等を参考に、地域

版の消費者基本計画を策定し、計画的・安定的に取組を進めることが期待される。（本文抜粋）

〇消費者庁は、毎年度、都道府県の消費者基本計画策定状況等を公表

地方消費者行政強化作戦2020
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令和２年４月１日・消費者庁策定

昭和43年法律第78号

地方公共団体における消費者行政に関する事務は自治事務

自治事務 平成12年改正・地方自治法
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地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状
（令和元年度現況調査H31.4.1時点）【抜粋】

Ｒ２.４.１
消費者庁公表

≪本県提案前≫
自治体別に状況公表

≪提案対応措置≫
総数のみに変更
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年度 H29 30 R元 ２ ３ ４ ５ ６ ７

基本計画

教育方針

第４期

H30.３変更

第３期

国の基本計画等の対象期間

消費者基本法等の規定

基本計画
政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推
進に関する基本的な計画を定めなければならない。（消費者基本法）

教育方針
政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければ
ならない。 （消費者教育推進法）

・第４期消費者基本計画（Ｒ２.３.31閣議決定） Ｒ２～Ｒ６年度
・消費者教育の推進に関する基本的な方針（Ｈ30.３変更） Ｈ30～Ｒ４年度

国の計画等の状況



都道府県の計画策定に当たっての支障
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年度 R元 ２ ３ ４ ５ ６ ７

基本計画

教育計画
統合計画策定を準備・検討

法律等の規定

基本計画
各地方公共団体で、国が策定する消費者基本計画等を参考に、地域版
の消費者基本計画を策定し、取組を進めることを期待（強化作戦2020）

教育計画
都道府県に対し、基本方針を踏まえ、その区域における消費者教育の
推進に関する施策についての計画策定の努力義務 （消費者教育推進法）

愛媛県の状況

自治体が参考とすべき国計画等の期間が異なっている

H30.９～ 第二次計画



〔求める措置〕

●法的な位置付けの明確化

●自治体計画の統合化の促
進に向けた国計画等の対
象期間の統一化など

〔期待される効果〕

●計画策定の法に基づかない
「実質的な義務付け」の解消

●自治体の計画を、効率的・効果的
に一本化して策定
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一本化された分かりやすい県計画の
策定による県民への訴求力の向上

〔求める措置〕（発展形）

国の両計画等の一本化

求める措置、期待される効果



本県からの提案に対する対応

7令和３年11月12日（金） 第47回地方分権改革有識者会議・第132回提案募集検討部会 合同会議資料 抜粋




